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○安中市建設工事成績評定要領 

平成25年２月21日 

安中市告示第８号 

（目的） 

第１条 この告示は、市が執行する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第

１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の成績評定（以下「評定」という。）に関

し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設業者の適正な選定及

び指導育成に資することを目的とする。 

（平30告示52・一部改正） 

（対象工事） 

第２条 評定の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は、１件当たりの請負金

額が130万円以上のものとする。 

（評定の内容） 

第３条 評定は、施工体制、施工状況、出来形、品質、出来栄え、工事特性、創意工夫及び

社会性等並びに法令遵守等の評定項目について対象工事ごとに行うものとする。 

（令５告示25・一部改正） 

（評定者） 

第４条 前条の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、対象工事の検査員、監督員及

び工事の執行を総括する者（以下「総括職員」という。）とする。 

（評定の方法） 

第５条 評定は、第３条の評価項目について対象工事ごとに、評定者それぞれが的確かつ公

正に行うものとする。 

２ 評定の採点は、検査報告書及び工事成績評定表（様式第１号。以下「評定表」という。）

により行い、その結果を記録するものとする。 

３ 評価項目ごとの評定点の算出は、細目別評定点採点表（様式第２号）により行うものと

する。この場合において、細目別評定点採点表は、作成した日から５年を経過した日の属

する年度まで企画政策部財政課において保存するものとする。 

４ 対象工事における工事特性、創意工夫及び社会性等に関しては、受注者が当該工事にお

ける実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。 

（平30告示52・令３告示61・令５告示25・一部改正） 

（評定の時期） 
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第６条 評定は、対象工事の安中市建設工事検査規程（平成18年安中市訓令第47号）第２

条第１号に規定する完成検査（以下「完成検査」という。）で行うものとする。ただし、

同条第４号に規定する中間技術検査（以下「中間技術検査」という。）を行ったときは、

検査員に限り当該検査及び完成検査で評定を行うものとする。 

（平30告示52・一部改正） 

（評定表の提出等） 

第７条 評定者は、評定を行ったときは、速やかに作成した評定表を市長に提出するものと

する。この場合において、評定表は、当該評定表の提出があった日から５年を経過した日

の属する年度まで企画政策部財政課において保存するものとする。 

（平30告示52・令３告示61・令５告示25・一部改正） 

（評定結果の通知） 

第８条 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、対象工事の受注者に対して評定

の結果を工事成績評定通知書（様式第３号）及び項目別評定点結果表（様式第４号）によ

り速やかに通知するものとする。 

（説明請求等） 

第９条 前条の規定による通知を受けた受注者は、当該通知を受けた日から14日以内に市

長に対し、評定の内容について工事成績評定に係る説明請求書（様式第５号）により説明

を求めることができる。 

２ 市長は前項の規定による請求があった場合は、工事成績評定に係る説明書（様式第６号）

により回答するものとする。この場合において、工事成績評定に係る説明請求書及び工事

成績評定に係る説明書は、企画政策部財政課において、閲覧できるものとする。 

（平30告示52・令３告示61・令５告示25・一部改正） 

（評定の修正） 

第10条 市長は、第８条の規定による通知をした後、当該通知のあった受注者から内容の

修正を求められた場合は、当該評定について、再度確認し、修正する必要があると認めら

れる場合は、当該評定を修正しなければならない。 

２ 市長は前項の規定による修正をしたときは、その結果を対象工事の受注者に対して工事

成績評定通知書により速やかに通知するものとする。 

（評定結果の公表） 

第11条 評定結果は、工事成績評定結果表（様式第７号。以下「結果表」という。）によ

り公表するものとする。 
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２ 結果表は、企画政策部財政課において自由に閲覧できるものとし、閲覧に際して閲覧す

る者の氏名等の記載は要しないものとする。 

３ 結果表の閲覧期間は、第１項の規定による公表を開始した日から１年を経過した日の属

する年度までとする。 

４ 第１項の規定により公表した結果表の内容に関する問い合わせには応じないものする。 

５ 結果表は、第１項の規定により公表した日から３年を経過した日の属する年度まで企画

政策部財政課において保存するものとする。 

（平30告示52・令３告示61・令５告示25・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示の施行の際現に工事が完了した対象工事の評定については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成27年３月27日告示第37号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日告示第52号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示第61号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月16日告示第25号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

（令５告示25・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

（令５告示25・全改） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

（令５告示25・全改） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第11条関係） 

 


